
〒719-1192 総社市中央一丁目１番１号

総社市重点支援交付金対策室

TEL：0866-92-82４6 MAIL：jutenshien@city.soja.okayama.jp

総社市農業者
物価高騰対策重点支援補助金

申請の手引き
（令和8年4月１４日版）

※申請書類に不備があると、補助金のお振込みにお時間を頂くことになります。
提出にあたっては、必ず事前に本手引きやリーフレット、よくあるご質問を
ご確認ください。

申請期間

令和８年５月１日～令和８年８月３１日



１ 目的

農業生産資材の価格高騰等の影響により、厳しい経営環境にある農業者に対し、経営支援のた

めの補助金を交付し、事業の継続を支援することを目的としています。

※この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

【要件１】 以下のいずれかに該当する農業経営者であること

⚫ 令和８年１月１日現在において市内に住所を有し、令和７年分所得税確定申告等を行った個人

⚫ 令和８年１月１日現在において市内に主たる事業所を有し、直近法人税確定申告を行った法人

次の【要件1から４】をすべて満たす事業者が対象となります。
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２ 対象者

【要件３】 今後も事業を継続する意思があること

本補助金は、申請に係る事業を今後も継続する意思がある方が対象となります。

申請書に誓約事項がありますので、ご確認ください。

⚫ 市税の滞納があるもの

⚫ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体を運営しているもの

⚫ 総社市暴力団排除条例（平成２３年総社市条例第１５号）第２条第３号に規定する暴力団員等

に該当するもの又は当該暴力団員等と密接な関係を有するものであるもの

⚫ その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断するもの

【要件４】 以下のいずれにも該当しないこと

【要件２】 申請時において農業経営を行っていること



2

※ 補助金の交付は、１交付対象者につき1回限りとなります。

３ 対象経費

前年分所得税確定申告等又は直近法人税確定申告において、交付対象者が負担した農業所得に

かかる次の経費が対象となります。

対象経費 ５１４,000円 × × ≒ 補助額 93,０００円

４ 補助額

補助対象経費の合計額に110分の100を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額が交付

されます。（補助金額は千円未満切り捨てで、上限額は２０万円です）

種苗費・素畜費・肥料費・飼料費・諸材料費

（参考：国税庁ホームページ）

【補助額の例】

１１０

１００

10０

20

係数は ２／１１ になります

種苗費 種もみ、苗類、種芋などの購入費用

素畜費 子牛、子豚、ひななどの取得費及び種付料

肥料費 肥料の購入費用

飼料費 飼料の購入費用

諸材料費 ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用

（計算例）

対象経費 514,000円 ÷ １．１ × ０．２ ＝ 93,45４.54… ≒ 補助額 93,000円
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受 付 期 間

令和８年５月１日（金）から８月３１日（月）まで

※郵送の場合は、当日消印有効

※締切日時点で申請の不備等がある場合は、補助金が支払われない場合があります。

申請は余裕をもって行うとともに、不備がないか提出前に必ずご確認ください。

交 付 ま で の 流 れ

５ 申請から交付まで（申請手続き）

申請書類一式を送付

事務局にて収受
（開封・確認・受付）

申請書類の確認（審査）

審査終了後
決定通知書を送付

手続完了後
口座に振込

申請書類の再（追加）提出

申請書類に不備等がある場合

※申請書受付後、3週間程度で交付決定通知書を郵送し、指定の口座に振り込みます。

※書類に不備がある等、審査内容によっては支払いまでに時間を要する場合がありますので

ご注意ください。



提 出 書 類

必要事項を記載した申請書に加えて、次の確認書類が必要となります。

４

【添付書類】

総社市農業者物価高騰対策重点支援補助金

市役所（重点支援交付金対策室）等で配布しています。

また、総社市のホームページからもダウンロードできます。

【申請書】

法人の場合

① 前事業年度の確

定申告書類の写し

⚫ 令和８年１月１日の直前の事業年度における法人税確定申告書別表

第一

⚫ 決算報告書（対象経費が分かる部分）

② 法人名義の口座

通帳等の写し

◆通帳のおもて面と通帳を開いた1、2ページ目の写し

※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人を確認します。

※電子通帳の場合は、通帳画面の画像を提出してください。

※当座預金で通帳がない場合は、金融機関が発行する上記確認事項が

掲載されたものを提出してください。

③ 事業所が総社市

内にあることが分か

るもの

◆以下のいずれか１つの写し

開業届、営業許可書、賃貸借契約書、公的機関からの郵便物、

登記事項証明書、定款 等

※①の書類等の写しで事業所の所在地が総社市にあることが確認できない

場合に必要です。



５

個人の場合

① 令和７年分の確

定申告書等の写し

◆青色申告を行っている場合

・令和７年分の確定申告書第一表

・令和７年分の所得税青色申告決算書（農業所得用）（1・2ページ）

◆白色申告を行っている場合

・令和７年分の確定申告書第一表

・令和７年分の収支内訳書（農業所得用）（１、２ページ）

◆確定申告の義務がない方の場合

・令和８年度市民税・県民税申告書

・令和７年分の収支内訳がわかる書類

② 申請者名義の口

座通帳の写し

◆通帳のおもて面と通帳を開いた1、2ページ目の写し

※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人を確認します。

※電子通帳の場合は、通帳画面の画像を提出してください。

※当座預金で通帳がない場合は、金融機関が発行する上記確認事項が

掲載されたものを提出してください。

③ 本人確認書類の

写し

◆Aの中から1点またはＢの中から２点

※いずれも申請日時点で有効であり、申請者住所と同一であることが

確認できるもの

A 【1点で確認できる書類】

・運転免許証（両面）

・パスポート（顔写真のページ）

・マイナンバーカード（おもて面）

・在留カード

・特別永住者証明書

・官公署が発行し本人の顔写真が添付された免許証又は許可証

Ｂ 【２点で確認できる書類】

・各種健康保険資格確認書（健康保険、国民健康保険等）

・各種年金証書（国民年金証書、厚生年金証書、共済年金証書等）

・国民年金手帳

・基礎年金番号通知書

・介護保険被保険者証

・申請書に押印した印鑑の印鑑登録証明書



提 出 先

６

確定申告書類の提出にあたっての注意事項（法人・個人事業主共通）

必ず申告済のもの（以下のいずれか）をご用意ください。

【総社市の申告会場で申告された場合】

⚫ 申告書の控え

【総社市の申告会場以外で申告された場合】

⚫ e-Taxの場合は、税務署で申告した「電子申告日時」が印字された確定申告書の控え又は

自宅等で申告した確定申告書の控えに「受信通知（所得額の記載あり）」を添付したもの

⚫ 確定申告書の控えに加え、税理士（会計士）が代わりに電子申告した場合は税理士（会計

士）からの電子申告完了報告書、又は、納税証明書（その１）

⚫ 税理士の記名のある確定申告書

⚫ 申告書等情報取得サービスまたは保有個人情報の開示請求により取得した確定申告書

※ 令和７年１月から、申告書等（税務署に提出される全ての文書）への控えに収受日付印の

押なつを中止しています。

※ 申告書等の添付がない場合も申請を受け付けますが，内容の確認等に時間を要するた

め、交付までに通常より時間を要しますのでご注意ください。

総社市役所へ提出（郵送可）してください。

窓口による提出の場合は、申請書類一式を封筒に入れ、封をした上で市役所１階総合案内

前に設置の受付BOXに投函または、６階重点支援交付金対策室へ提出してください。

また、市役所宿直にも提出できます。

〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号

総社市重点支援交付金対策室 TEL：0866-92-82４6



確定申告書と青色申告決算書の

農業収入（①と③）

と

農業所得（②と④）

が一致していることを

確認してください。

添 付 書 類 確 認 事 項

７

【確定申告書（青色申告）で申請する場合】

一致 一致
（確定申告書第一表）

（青色申告決算書（農業所得用））

① 農業収入

③ 収入合計金額

② 農業所得

④ 所得金額



確定申告書と収支内訳書の

農業収入（①と③）

と

農業所得（②と④）

が一致していることを

確認してください。

８

【確定申告書（白色申告）で申請する場合】

一致 一致
（確定申告書第一表）

（収支内訳書（農業所得用））

① 農業収入

③ 収入合計金額

② 農業所得

④ 所得金額



確定申告書と収支内訳書の

農業収入（①と③）

と

農業所得（②と④）

が一致していることを

確認してください。

９

【市県民税申告書で申請する場合】

一致 一致（市県民税申告書）

（収支内訳書）

① 農業収入

③ 収入金額

② 農業所得

④ 所得金額

※市県民税申告を行って収支内訳がわかる書類

がない方向けに収支内訳書の様式をご用意して

おりますので、ご活用ください。



対 象 経 費 確 認 方 法

（青色申告決算書（農業所得用））

（【白色申告者用】 収支内訳書（農業所得用））

で囲っている種苗費、素畜費、肥料費、飼料費、諸材料費

の額が交付申請書の対象経費各欄に記入した額と一致するよう記入

１０


